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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

  令和３年７月１日 

件  名 販路マッチング事業（国内）の成果及び進捗状況について 

所管部課 産業経済部 産業政策課 

内  容 

 令和２年度より実施した販路マッチング事業（国内）概要及び成果・進捗状況

について、下記のとおり報告する。 

１ 事業概要 

専門的なノウハウや多様な販売チャンネルに売り場をもつバイヤー等

との接点を提供し、区内事業者１０社の販路拡大、売上向上を支援する。 

実施スケジュール 内容 

令和２年 ９月 対象事業者募集 

１１月 事業者ヒアリング（各社の可能性・課題等を抽出） 

１２月～ 

令和３年 １月 

プレゼン動画制作（対象事業者及び製品の魅力を

伝えるため、プロによる動画制作） 

２月 オンラインバイヤーマッチング実施 

３月以降 
事後フォロー（商品改良や販路拡大等を継続的に

支援） 

２ 主な成果と進捗状況（令和３年６月２１日現在） 

（１）事業者Ａ（伝統工芸・飲食業）

・ 恵比寿駅有隣堂書店出店済(５月１２日～６月２日)

有隣堂書店の他店舗とも出店商談中

・ 東京駅エキュート京葉ストリート出店済(５月１９日～６月８日)

・ そごう千葉店でカフェ併設出店商談中

・ アコルデ代々木上原ｅａｔｖｅｎｔ（弁当惣菜）で出店商談中

（２）事業者Ｂ（印刷業）

・ 弁当箱にネーム印刷試作中

・ ゲームコンテンツの限定グッズとして函館電鉄のグラス試作中

（３）事業者Ｃ（菓子製造業）

・ 渋谷スクランブルスクエア出店予定（８月）

（４）事業者Ｄ（菓子製造業）

・ バイヤー、デザイナーとともにパッケージデザイン改良中

・ 新丸ビル地下１階にてテストマーケティング予定（延期）

（５）事業者Ｅ（衣服製造業）

・ オリジナルブランドの立ち上げ予定
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（６）事業者Ｆ（革製造業）

・ 新橋駅高架下ＦＡＮＳ．新橋で出店予定（７月１２日～２６日） 

・ ファッション展示会ＰＬＵＧ ＩＮ出展予定（１０月）

（７）事業者Ｆ（革製造業）及び事業者Ｇ（靴製造業）

・ レザーのソールと鼻緒のコラボレーション予定

※ 出店等催事は緊急事態宣言の発令等により延期の可能性有り。

３ 令和３年度の事業概要 

（１）参加事業者

１０社程度

※ 説明会応募事業者２６社（６月２１日現在）

（２）スケジュール

実施スケジュール 内容 

令和３年 ５月 【新規】オンライン説明会参加者を公募 

６月 【新規】オンライン説明会開催 

７月 事業者ヒアリング（各社の可能性・課題等を抽出） 

８月～ 

１０月 

プレゼン動画制作（対象事業者及び製品の魅力を

伝えるため、プロによる動画制作） 

１１月 バイヤーマッチング実施（オンラインも検討） 

令和４年 ２月 【新規】展示販売イベント開催（オンラインも検討） 

３月以降 
事後フォロー（商品改良や販路拡大等を継続的に

支援） 

※ 令和２年度参加事業者および令和３年度選定から外れた事業者に

対してもフォローを行う。 

問 題 点 

今後の方針 

新型コロナウイルス感染拡大状況に合わせてオンラインを活用した事業

展開も行っていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和３年７月１日 

件  名 
雇用調整助成金活用促進事業及び緊急経営資金（新型コロナウイルス対策

資金）融資の受付状況について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

足立区で昨年５月から実施した社会保険労務士による雇用調整助成金申請

に係る事務手数料助成（雇用調整助成金活用促進事業）の受付状況並びに新

型コロナウイルス感染拡大による緊急経営資金の受付件数等、融資実行状況

の令和３年５月末までの実績について、以下のとおり報告する。

１ 雇用調整助成金活用促進事業受付状況 

月 助成決定件数 助成決定額（千円） 

５月 ３件 ２９９千円 

４月 ０件 ０千円 

３月 ２０件 １,８４４千円 

２月 １５件 １,２９０千円 

R3.１月 １２件 １,１７５千円 

１２月 １９件 １,８１４千円 

１１月 ３８件 ３,４１４千円 

１０月 ６８件 ５,９１７千円 

９月 ５７件 ５,０９０千円 

８月 ３４件 ３,２２１千円 

７月 １２件 １,１２０千円 

６月 ６件 ５２３千円

R2.５月 ０件 ０千円 

計 ２８４件 ２５,７０７千円 
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２ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ

ネット４号

セーフティ

ネット５号

危機関連 

保証 

５月 １４３件 ８４件 ７件 １２件 

４月 ９４件 １０７件 ２７件 １９件 

３月 ３１２件 ７０９件 １８１件 １３９件 

２月 １６９件 ３０３件 ４２件 ３５件 

R3.１月 １２９件 ２１７件 ４６件 ３７件 

１２月 １６６件 ３１１件 ６６件 ５７件 

１１月 １８２件 ３４０件 ６５件 ６５件 

１０月 １８８件 ３４５件 ６９件 ４２件 

９月 ２５１件 ３８８件 ６６件 ６３件 

８月 ２９０件 ４１９件 ９２件 ５３件 

７月 ３９１件 ６５１件 １５１件 １２１件 

６月 ５９８件 ８５８件 １７７件 １６３件

５月 ８２７件 ７６７件 １０６件 １５１件 

４月 １,５１０件 ３４１件 ４４件 ５６件 

R2.３月 ８３９件 １４０件 ３３件 １件 

計 ６,０８９件 ５，９８０件 １，１７２件 １，０１４件 

 新型コロナウイルスに係るセーフティネット等の各申請期限は、４号

は令和３年９月１日、５号は７月３１日、危機関連保証は１２月３１日

まで延長となった。 

※ セーフティネット保証とは
様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった
中小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で
保証を行うもの。市区町村が認定する。
・ ４号 自然災害等の突発的災害を対象として全都道府県を指定。原則

として最近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて
２０％以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

・ ５号 全国的に業績が悪化している業種を指定。原則として最近
１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて５％以上
減少している場合、保証協会が債務の８０％を保証する。

・ 危機関連保証 大規模な経済危機、災害等により中小企業につ
いて著しい信用の収縮が全国的に生じており、実際に売上高等の
減少がみられる中小企業者を支援するための措置。原則として最
近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて１５％
以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。
セーフティネット保証との併用が可能。
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３ 融資実行件数等 

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

５月 １３１件 ６６１,４００千円 １７,２２２千円 

４月 ２１９件 １,２６２,７７０千円 ３３,１００千円 

３月 １６７件 ８７９,５００千円 ２２,３０５千円 

２月 １０１件 ４９８,０００千円 １１,９２５千円 

R3.１月 １５３件 ９４７,２００千円 ２２,１５１千円 

１２月 １８６件 １,０７３,３００千円 ２９,１０８千円 

１１月 １７１件 １,０６９,１１０千円 ２７,６０１千円 

１０月 ２９５件 １,７７２,５００千円 ４４,１１０千円 

９月 ３９０件 ２,７１０,４００千円 ７１,０１３千円 

８月 ４８７件 ３,３４８,４００千円 ８５,７８３千円 

７月 ６２４件 ４,２３９,７００千円 １１６,４１６千円 

６月 ８０８件 ５,３１５,８８０千円 １４１,８６７千円 

５月 ８８２件 ６,１００,６００千円 １５７,７５２千円 

４月 ６８３件 ４,８７７,２００千円 １３０,００９千円 

R2.３月 ２４件 １８５,５００千円 ４,８３５千円 

計 ５,３２１件 ３４,９４１,４６０千円 ９１５,１９７千円 

問 題 点 

今後の方針 

国の雇用調整助成金の特例措置期間は、まん延防止等重点措置を実施すべき

とされたこと等を踏まえ、令和３年８月末まで延長された。緊急事態宣言によ

る自粛要請も昨年度と比べ、業種等が限定されており、今後、雇用調整助成金

申請に係る区の事務手数料申請件数が増加する見込みはないと思われる。東京

都社会保険労務士会足立荒川支部の意見も伺いながら、今後の方向性について

検討していく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 
令和３年７月１日 

件  名 空き店舗マッチング支援事業の実施について 

所管部課 産業経済部 企業経営支援課 

内  容 

１ 事業目的 

廃業後、店舗であったところが倉庫になる等、店舗として貸し出されな

い物件が散見される。 

本事業により、金融機関の相談やネットワークを生かし、廃業相談の段

階で店舗の貸出しに向け協議し、創業者とマッチングを図ることで、創業

支援と地域産業の活性化を目指す。 

※ 事業実施にあたり、４月３０日付で足立区、足立成和信用金庫、全日

本不動産協会城東第一支部、東京都宅地建物取引業協会足立区支部の４

者で協定を締結。

２ マッチングまでの事業の流れ 

 

３ 補助金額 

店舗改修費及び残置物撤去費として、最大５０万円の補助金を創業者に

交付する（補助率１／２、年間２件）。 

問 題 点 

今後の方針 

足立成和信用金庫、不動産協会、宅建協会、足立区の連携を密にし、情報 

共有していく。 

区や信金の起業セミナーだけでなく、民間の起業塾や専門学校、近隣自治 

体にも事業周知し、創業希望者を募っていく。 

⑤賃貸借契約
 

②創業者紹介

店舗所有者 創業者 

①廃業相談
 

④交渉・契約の補助

⑧負担金交付

③
マ
ッ
チ
ン
グ

⑦経営指導

⑥補助金交付

全
日
本
不
動
産
協
会

東
京
都
宅
建
協
会

足

立

区

足
立
成
和
信
用
金
庫
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料

令和３年７月１日 

件  名 あだち３０（サンマル）買い物券事業の進捗状況について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

内  容 

あだち３０（サンマル）買い物券事業の進捗状況について報告する。 

１ 購入申込数（５月３１日申込終了） 

・ 紙商品券    １２７，５６７セット／７５，０００セット（１７０．１％） 

・ デジタル商品券  ５５，５８１セット／７５，０００セット（７４．１％） 

２ デジタル商品券増冊について 

（１）目的

デジタルを活用した経済活性化を推し進めるため、デジタル商品

券の追加発行を行った（令和３年度第３号補正予算議決）。 

（２）発行部数

３７，５００セット

（３）追加発行申込期間

６月２７日（日）～７月７日（水）

（４）周知方法

紙商品券落選者への通知、あだち広報（６月２５日号）、ＳＮＳ、 

デジタル商品券取扱店舗へポスター掲示 等 

３ 取扱店舗数（６月２２日時点） 

店舗数合計 2,058店 

券 種 
電子・紙 965店 

紙のみ 1,093店 

店舗規模 
大型店舗 692店 

中小店舗 1,366店 

業 種 

小売業 1,342店 

飲食業 422店 

サービス業 279店 

建設業 11店 

運輸・通信業 4店 

４ 今後の予定 

・ 商品券販売（７月１日～７月３１日）

・ 商品券使用（７月１日～１２月３１日）

・ 取扱店舗登録（１０月３１日まで）

問 題 点 

今後の方針 

デジタル決済を活用した地域経済の活性化を目的とした東京都補助金「東

京都生活応援事業」補助金交付に向けて遅滞なく処理を進める。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  

令和３年７月１日 

件  名 
小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応特別

枠）及び二酸化炭素濃度測定器配布募集の申請状況について 

所管部課 産業経済部 産業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている区内事業者を

支援するため、令和３年度に実施している小規模事業者経営改善補助

金（新型コロナウイルス感染症対応特別枠）及び二酸化炭素濃度測定

器配布（令和３年度新規）の申請状況について報告する。 

 

１ 小規模事業者経営改善補助金（新型コロナウイルス感染症対応 

特別枠）について 

（１）申請件数等 

 ４月 ５月 ６月 合計 

申請件数 18件 47件 61件 126件 

交付決定

件数 

13件   20件 54件 87件 

交付決定

金額 

2,048,000円 3,115,000円 8,684,000円 13,847,000円 

※ 新型コロナウイルス感染症の対策に要した経費を対象 

上限補助金額：２０万円（補助率４／５） 

※ ６月については、６月１日から６月２３日分までを計上 

 
 

（２）主な申請内容 

・ パソコン 

テレワークやＷＥＢ会議で使用するため 

・ 空気清浄機 

    店舗への来客者や従業員の安全確保のため 
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（３）周知の具体策について 

・ 区ホームページ、ＳＮＳ、「公社ニュース トキメキ」４月号掲載 

・ 関係機関への周知 

青色申告会、足立区商店街振興組合連合会、足立区工業会 

連合会、あだち異業種連絡協議会、足立ブランド企業 
 

２ 二酸化炭素濃度測定器配布について 

（１）目的 

   マスクを外す機会が多い店舗に、ＣＯ２が一定数を超えた際に 

  アラームがなるＣＯ２濃度測定器を配布する。ＣＯ２濃度を２週間 

測定し報告してもらうことで、適切な換気を促す。 

 

（２）対象 

   区内に店舗がある飲食店、理容室、美容室の店舗経営者 

 

（３）配布状況 

  ア １８７台（５月２４日～６月２日） 

   ※ 先着２００台予定であったが、都に準じて６月１日より 

スポーツ施設を開けることになったため、スポーツ振興課に 

１３台貸し出し。 

  イ １９０台（６月２１日～）６月２３日現在の台数 

   ※ 好評につき追加配布を先着３００台で実施 

 

（４）周知の具体策について 

   ・ 区ホームページ、ＳＮＳ、「公社ニュース トキメキ」６月号掲載 

   ・ 関係機関への周知 

     足立区商店街振興組合連合会、理容組合、美容組合 

あだち30（サンマル）買い物券登録飲食店 

足立区食品衛生協会、あだち異業種連絡協議会 

 

問 題 点  

今後の方針 

令和３年度小規模事業者経営改善補助金については、昨年度申請者

に対し再交付を検討したが、空気清浄機など感染予防の設備は昨年導

入済のため、導入が済んでいない二酸化炭素濃度測定器を配布し感染

予防を行っていく。 
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令和３年７月１日 

件  名 観光イベントの中止について 

所管部課 産業経済部 産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内  容 

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮し、観光イベントの中止を決定

したので報告する。 

なお、両イベントとも延期開催は行わない。 

１ 中止決定したイベント 

（１）第４３回 足立の花火

当初開催予定日：令和３年１１月６日（土)

（２）あだち区民まつり「Ａ－Ｆｅｓｔａ ２０２１」

当初開催予定日：令和３年１０月９日（土）、１０日（日）

２ 中止決定の流れ 

（１）４月２７日 区が経営会議で中止方針を決定

中止の方針を決定した主な理由は以下のとおり。

・ 区内外から非常に大勢の人を集めるイベントであり、会場だけ

でなく移動時の交通機関や会場周辺の店舗等でも密集状態を引

き起こしてしまう。

・ 集団免疫は５０％以上の人への接種で獲得できると言われてい

るが、現在の予定では、１０、１１月時点で区民へのワクチン

接種は５０％に届かない見込みである。

・ 多くの区民や団体が関わるイベントであることから、早期に方

針を決定し周知する必要がある。

（２）４月２８日 足立区観光交流協会にて中止を正式決定

協会理事・評議員に区の方針を電話で報告し、協会として中止を正

式に決定した。 

３ 周知方法 

（１）プレスリリース

ア 足立の花火：令和３年４月２８日

イ 区民まつり：令和３年５月２７日

※ 区民まつりは、運営団体へ今後の要望等の聴取を行った後、

プレスリリースを行った。

（２）「あだち広報」

ア 足立の花火：５月２５日号

イ 区民まつり：６月１０日号

（３）「公社ニュース トキメキ」７月号

（４）区及び足立区観光交流協会ホームページ、ＳＮＳ等

（５) 区役所本庁舎及び区の主な施設で「中止のお知らせ」の掲出

４ 中止決定に伴う支出 

発生しない（契約前の中止決定のため）

問 題 点 

今後の方針 
幅広い年齢層に届くよう様々な広報媒体を活用して周知していく。 
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